


■
 個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
条
項

家
賃
等
決
済
サ
ー
ビ
ス
契
約（
以
下「
本
契
約
」と
い
う
。）の

申
込
者
、連
帯
保
証
人
予
定
者
並
び
に
契

約
当
事
者（
以
下
、こ
れ
ら
の
者
を「
申
込
者
等
」と
い
う
）は
、株
式
会
社
オ
リ
コ
フ
ォ
レ
ン
ト
イ
ン
シ
ュ
ア

（
以
下「
当
社
」と
い
う
）が
、次
の
条
項（
以
下「
本
条
項
」と
い
う
）に
従
い
、個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と

に
同
意
し
ま
す
。

                  
第
１
条（
個
人
情
報
）

個
人
情
報
と
は
、以
下
の
個
人
に
関
す
る
情
報
を
い
い
、当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、生
年
月
日
そ
の
他
の

記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。ま
た
、そ
の
情
報
の
み
で
は
識
別

で
き
な
い
場
合
で
も
、他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
も
個
人
情
報
に
含
ま
れ
ま
す
。

　
①
氏
名
、性
別
、生
年
月
日
、住
所
、電
話
番
号
、電
話
番
号
の
使
用
履
歴
、電
子
メ
ー
ル
ア
ドレ
ス
、国
籍
、

　
　
職
業
、勤
務
先
名
称
、勤
務
先
住
所
、勤
務
先
電
話
番
号
及
び
月
収
等
の
属
性
情
報
（
変
更
後
の
情

　
　
報
を
含
む
）

　
②
本
契
約
に
関
す
る
賃
貸
物
件
の
名
称
、所
在
地
、賃
料
等
、保
険
料
及
び
口
座
情
報
等
の
契
約
情

　
　
報
並
び
に
賃
貸
物
件
に
関
す
る
保
険
の
勧
誘・加

入
状
況

　
③
本
契
約
に
基
づ
く
金
銭
支
払
債
務
の
支
払
状
況
等
の
取
引
情
報

　
④
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、在
留
カ
ー
ド
等
の
本
人
確
認
書
類
及
び
当
社
が
適
法
か
つ
適
正
な

　
　
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
住
民
票
そ
の
他
の
公
的
機
関
発
行
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報

　
⑤
個
人
の
肖
像
又
は
音
声
を
磁
気
的
又
は
光
学
的
記
録
媒
体
等
に
て
記
録
さ
れ
た
映
像
又
は
音
声
情

　
　
報

　
⑥
裁
判
所
等
公
共
機
関
、官
報
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、電
話
帳
又
は
住
宅
地
図
等
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
る

　
　
情
報
　

第
２
条（
個
人
情
報
の
利
用
目
的
）

１
．当
社
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
利
用
目
的
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。利
用
目
的
を
超
え
て
個
人
情
報
を
利

　
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
①
本
契
約
の
締
結
可
否
の
判
断
の
た
め

　
②
本
契
約
の
締
結
、履
行
及
び
管
理（
公
的
機
関
か
ら
の
家
賃
補
助
の
支
払
い
へ
の
対
応
及
び
契
約
当

　
　
事
者
の
連
絡
先
の
確
認
や
異
動
の
確
認
の
た
め
、法
令
に
基
づ
く
住
民
票
等
そ
の
他
の
公
的
機
関
発

　
　
行
書
類
の
収
集
を
含
む
。）の
た
め

　
③
本
契
約
に
基
づ
く
金
銭
支
払
債
権（
立
替
金
請
求
権
、求
償
権
を
含
む
。）の

回
収
及
び
行
使（
口
座
振

　
　
替
、各
種
通
信
手
段
に
よ
る
連
絡
、法
制
度
の
利
用
等
。）及

び
管
理
の
た
め

　
④
本
契
約
に
付
帯
す
る
申
込
者
等
又
は
賃
貸
人 ・管

理
会
社
向
け
付
帯
サ
ー
ビ
ス（
付
帯
保
険
、W
eb

　
　
サ
ー
ビ
ス
、ポ
イ
ント
付
与
等
を
含
む
。）の

提
供
の
た
め

　
⑤
当
社
及
び
当
社
提
携
会
社
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
電
話
、郵
送・電

子
メ
ー
ル・シ

ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ

　
　
ー
ビ
ス
等
に
よ
る
通
知・ダ

イレ
クト
メ
ー
ル
の
送
付
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
営
業
活
動
の
た
め

　
⑥
当
社
の
従
業
員
教
育・運

用
変
更・リ

ス
ク
管
理
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
向
上
及
び
新
サ
ー
ビ
ス
の
開

　
　
発
の
た
め

　
⑦
ご
意
見
、ご
要
望
又
は
ご
相
談
に
つ
い
て
、確
認
、回
答
又
は
そ
の
他
の
対
応
を
行
う
た
め

　
⑧
賃
貸
借
契
約
、保
険
契
約
の
履
行
及
び
管
理
並
び
に
契
約
終
了
後
の
債
権
債
務
の
精
算
に
協
力
す

　
　
る
た
め

　
⑨
保
険
の
募
集
、保
険
契
約
の
計
上・維

持
管
理
そ
の
他
保
険
代
理
店
業
務
に
関
連
付
帯
す
る
業
務
の

　
　
た
め

　
⑩
上
記
①
か
ら
⑨
の
利
用
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
の
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供

第
３
条（
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
）　
　
　
　
　

１
．当
社
は
、以
下
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、あ
ら
か
じ
め
申
込
者
等
本
人
の
同
意
を
得
ず
に
個
人
情
報

　
を
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
①
法
令
に
基
づ
く
場
合

　
②
人
の
生
命
、身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、申
込
者
等
本
人
の
同
意

　
　
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

　
③
公
衆
衛
生
の
向
上
又
は
児
童
の
健
全
な
育
成
の
推
進
の
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

　
　
申
込
者
等
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き

　
④
国
の
機
関
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
が
法
令
の
定
め
る
事
務
を
遂
行
す

　
　
る
こ
と
に
対
し
て
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、申
込
者
等
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
よ
り

　
　
当
該
事
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
　
　
　

２
．申
込
者
等
は
、
当
社
が
申
込
者
等
の
個
人
情
報
を
以
下
の
第
三
者
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

　
①
第
２
条
記
載
の
利
用
目
的
の
達
成
の
た
め
に
、申
込
者
、連
帯
保
証
人
予
定
者
、賃
借
人
、連
帯
保
証

　
　
人
、賃
貸
人
、管
理
会
社
、仲
介
会
社
、保
険
会
社
、ポ
イ
ント
サ
ー
ビ
ス
運
営
会
社
等
付
帯
サ
ー
ビ
ス

　
　
提
供
会
社
若
し
く
は
同
居
人
等
の
申
込
者
等
の
関
係
者
、又
は
そ
の
他
し
か
る
べ
き
第
三
者
に
対
し
提

　
　
供
す
る
こ
と

　
②
そ
の
他
申
込
者
等
が
第
三
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
と
当
社
が
判
断
し
た
場
合
に
当
該
第
三
者
に
対
し

　
　
提
供
す
る
こ
と

第
４
条（
第
三
者
の
範
囲
）

以
下
の
場
合
、個
人
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
は
、第
三
者
に
該
当
し
な
い
も
の
とし
ま
す
。

　
①
当
社
が
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
の
一
部
又
は
全
部
を

　
　
委
託
す
る
場
合（
な
お
、委
託
先
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
当
社
が
責
任
を
負
い
ま

　
　
す
）

　
②
合
併
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
事
業
の
承
継
に
伴
っ
て
個
人
情
報
が
提
供
さ
れ
る
場
合

第
５
条（
個
人
信
用
情
報
機
関
へ
の
登
録・利

用
）

１
．申
込
者
等
は
、当
社
が
加
盟
す
る
個
人
信
用
情
報
機
関（
個
人
の
支
払
能
力・返

済
能
力
に
関
す
る
情
報

　
の
収
集
及
び
加
盟
会
員
に
対
す
る
当
該
情
報
の
提
供
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。以
下
同
じ
）（
当
社
が
加
盟

　
す
る
個
人
信
用
情
報
機
関
を
、以
下「
加
盟
信
用
情
報
機
関
」と
い
う
）及
び
加
盟
信
用
情
報
機
関
と
提

　
携
す
る
個
人
信
用
情
報
機
関（
以
下「
提
携
信
用
情
報
機
関
」と
い
う
）に
当
社
が
照
会
し
、申
込
者
等
の

　
個
人
情
報
が
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、申
込
者
等
の
支
払
能
力・返

済
能
力
に
関
す
る
調
査
の
目
的

　
に
限
り
、当
社
が
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

２
．申
込
者
等
は
、申
込
者
等
に
係
る
本
契
約（
保
証
委
託
契
約
を
含
む
場
合
は
保
証
委
託
契
約
を
除
く
。以

　
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
基
づ
く
個
人
情
報
、客
観
的
な
取
引
事
実
が
、加
盟
信
用
情
報
機
関
に
下
表

　
に
定
め
る
期
間
登
録
さ
れ
、加
盟
信
用
情
報
機
関
及
び
提
携
信
用
情
報
機
関
の
加
盟
会
員
に
よ
り
、申
込

　
者
等
の
支
払
能
力・返

済
能
力
に
関
す
る
調
査
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

３
．加
盟
信
用
情
報
機
関
の
名
称
、所
在
地
、問
合
わ
せ
電
話
番
号
は
次
の
と
お
り
で
す
。ま
た
、立
替
払
委

　
託
契
約
期
間
中
に
新
た
に
個
人
信
用
情
報
機
関
に
加
盟
し
、登
録・利

用
す
る
場
合
は
、別
途
、書
面
に
よ

　
り
通
知
し
、同
意
を
得
る
も
の
とし
ま
す
。

　
　
●
株
式
会
社
シ
ー・ア

イ・シ
ー

　
　
　
〒
160-8375　

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
1-23-7　

新
宿
フ
ァ
ー
スト
ウ
エ
スト
15階

　
　
　
お
問
合
せ
先
 ： 0120-810-414

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ドレ
ス： https://w

w
w
.cic.co.jp/

　
　
　
※
株
式
会
社
シ
ー・ア

イ・シ
ー
の
加
盟
資
格
、加
盟
企
業
名
等
の
詳
細
は
、上
記
の
同
社
の
ホ
ー
ム

　
　
　
　
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
くだ
さ
い
。

４
．提
携
信
用
情
報
機
関
の
名
称
、所
在
地
、問
合
わ
せ
電
話
番
号
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
●
全
国
銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー

　
　
　
〒
100-8216　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
1-3-1

　
　
　
お
問
合
せ
先：03-3214-5020

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ドレ
ス：https://w

w
w
.zenginkyo.or.jp/pcic/

　
　
●
株
式
会
社
日
本
信
用
情
報
機
構

　
　
　
〒
110-0014　

東
京
都
台
東
区
北
上
野
一
丁
目
10番

14号
　
住
友
不
動
産
上
野
ビ
ル
5号
館

　
　
　
お
問
合
せ
先：0570-055-955

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ドレ
ス：https://w

w
w
.jicc.co.jp/

　
　
　
※
株
式
会
社
日
本
信
用
情
報
機
構
の
加
盟
資
格
、 加
盟
企
業
名
等
の
詳
細
は
、上
記
の
同
社
の
ホ

　
　
　
　
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
くだ
さ
い
。

５
．当
社
が
加
盟
信
用
情
報
機
関
に
登
録
す
る
情
報
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
●
株
式
会
社
シ
ー・ア

イ・シ
ー

　
　
　
氏
名
、生
年
月
日
、住
所
、電
話
番
号
、勤
務
先
、勤
務
先
電
話
番
号
及
び
運
転
免
許
証
等
の
記
号

　
　
　
番
号
等
本
人
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
等
、契
約
の
種
類
、契
約
日
、契
約
額
、商
品
名
及
び
支
払

　
　
　
回
数
等
契
約
内
容
に
関
す
る
情
報
等
並
び
に
利
用
残
高
、支
払
日
、延
滞
、支
払
停
止
の
申
出
事

　
　
　
実
等
支
払
状
況
に
関
す
る
情
報
等

第
６
条（
個
人
情
報
及
び
個
人
関
連
情
報
の
当
社
へ
の
提
供
）

１
．申
込
者
等
は
、申
込
者
、連
帯
保
証
人
予
定
者
、賃
借
人
、連
帯
保
証
人
、賃
貸
人
、管
理
会
社
、仲
介
会
    

　
社
又
は
緊
急
連
絡
先
及
び
同
居
人
等
の
申
込
者
等
の
関
係
者
が
、申
込
者
等
の
個
人
情
報
を
、第
２
条

　
記
載
の
利
用
目
的
の
た
め
に
当
社
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

２
．申
込
者
等
は
、第
２
条
①
か
ら
③
の
利
用
目
的
の
た
め
、当
社
が
電
話
番
号
の
使
用
履
歴
を
第
三
者
か
ら

　
提
供
を
受
け
個
人
デ
ー
タ
とし
て
取
得
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

第
７
条（
個
人
情
報
の
開
示
、訂
正
等
及
び
利
用
停
止
等
）

１
．当
社
は
、申
込
者
等
本
人
か
ら
、当
該
申
込
者
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、訂
正
等
及
び
利
用
停
止

　
等
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、当
該
申
込
者
等
に
関
す
る
個
人
情
報
の

　
開
示
、訂
正
等
及
び
利
用
停
止
等
を
行
い
ま
す
。

２
．開
示
、訂
正
等
及
び
利
用
停
止
等
を
ご
希
望
の
方
は
当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
い
た
だ
く
か
、第
17条

　
記
載
の
問
合
せ
窓
口
ま
で
ご
連
絡
くだ
さ
い
。

第
８
条（
個
人
情
報
の
正
確
性
）

当
社
は
、利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、個
人
情
報
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に
保
つ
よ

う
努
め
ま
す
。た
だ
し
、本
契
約
の
申
込
時
又
は
締
結
時
に
お
い
て
ご
提
供
い
た
だ
い
た
個
人
情
報
が
正
確

か
つ
最
新
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、申
込
者
等
が
責
任
を
負
う
も
の
とし
ま
す
。

第
９
条（
必
要
情
報
の
提
出
）

申
込
者
等
は
、本
契
約
の
申
込
、締
結
又
は
履
行
に
必
要
な
情
報（
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ート
等
の
書
類
に

記
載
さ
れ
た
本
籍
地
、国
籍
等
の
情
報
を
含
む
）を
提
出
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。ま
た
、ク
レ
ジ
ット
カ
ー
ド

保
有
情
報
や
自
己
破
産
等
の
情
報
に
つ
い
て
も
虚
偽
な
く
申
告
す
る
も
の
とし
ま
す
。

第
１
０
条（
個
人
情
報
提
供
の
任
意
性
）

当
社
は
、申
込
者
等
が
本
契
約
に
必
要
な
個
人
情
報
を
提
供
し
な
い
場
合
に
は
、本
契
約
の
締
結
を
お
断
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
１
１
条（
審
査
結
果
）

申
込
者
等
は
、当
社
の
審
査
結
果
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
な
い
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。な
お
、当

社
は
、審
査
結
果
に
関
す
る
判
定
理
由
は
開
示
し
ま
せ
ん
。ま
た
、当
社
は
、法
令
に
定
め
ら
れ
た
訂
正
等・利

用
停
止
等
の
場
合
を
除
き
、提
供
さ
れ
た
個
人
情
報
及
び
個
人
情
報
を
含
む
書
面
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
場

合
に
も
返
却
及
び
削
除
い
た
し
ま
せ
ん
。

第
１
２
条（
個
人
情
報
の
管
理
）

１
．当
社
は
、そ
の
管
理
下
に
あ
る
個
人
情
報
の
紛
失
、誤
用
及
び
改
変
を
防
止
す
る
た
め
に
、適
切
な
セ
キ
ュ

　
リ
テ
ィ
対
策
の
実
施
に
努
め
ま
す
。

２
．当
社
は
、保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
権
限
を
持
つ
利
用
者
の
み
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
安
全
な
環
境
下

　
に
保
管
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。

第
１
３
条（
個
人
情
報
取
り
扱
い
業
務
の
外
部
委
託
）

当
社
は
、個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
の
一
部
又
は
全
部
を
外
部
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
１
４
条（
統
計
デ
ー
タ
の
利
用
）

当
社
は
、提
供
を
受
け
た
個
人
情
報
を
も
と
に
、個
人
を
特
定
で
き
な
い
形
式
に
加
工
し
た
統
計
デ
ー
タ
を
作

成
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。当
社
は
、当
該
デ
ー
タ
に
つ
き
何
ら
の
制
限
な
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

第
１
５
条（
本
条
項
の
改
定
）

当
社
は
、法
令
等
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
り
、必
要
な
範
囲
内
で
本
条
項
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
とし

ま
す
。

第
１
６
条（
個
人
情
報
管
理
責
任
者
）

株
式
会
社
オ
リ
コ
フ
ォレ
ント
イ
ン
シ
ュ
ア
　
経
営
企
画
室
室
長

第
１
７
条（
問
合
せ
窓
口
）

個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
、利
用
目
的
の
通
知
、開
示
、訂
正
等
、利
用
停
止
等
又
は
そ
の
他
の
ご
質
問
、ご

相
談
若
し
くは
お
問
合
せ
に
つ
き
まし
て
は
、以
下
の
問
合
せ
窓
口
ま
で
ご
連
絡
くだ
さ
い
。

　
株
式
会
社
オ
リ
コ
フ
ォレ
ント
イ
ン
シ
ュ
ア
　
お
客
様
相
談
窓
口

　
電
話
番
号：0570-030-733

　
※
通
話
内
容（
当
社
か
ら
の
連
絡
を
含
む
）に
つ
き
ま
し
て
は
、電
話
応
対
の
品
質
向
上
及
び
通
話
内
容

　
　
の
確
認
の
た
め
録
音
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
くだ
さ
い
。

項
　
目

会
社
名

株
式
会
社
シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー

①
本
契
約
に
係
る
申
込
を
し
た
事
実

契
約
期
間
中
及
び
契
約
終
了
後
5
年
間

②
本
契
約
に
係
る
客
観
的
な
取
引
事
実

③
債
務
の
支
払
を
延
滞
し
た
事
実

当
社
が
加
盟
信
用
情
報
機
関
に
照
会
し
た
日
か
ら
6
ヶ
月
間

契
約
期
間
中
及
び
契
約
終
了
後
5
年
以
内

Pi-C
2112.03

■
お
申
込
に
あ
た
っ
て

●
申
込
者
は
「
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
条
項
」
に
同
意
の
う
え
、
家
賃
等
決
済
サ
ー
ビ
ス
契
約
を
申
込
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

ご
記
入
日（
西
暦
）

申
込
者
署
名
欄

（
ご
本
人
直
筆
で
署
名
く
だ
さ
い
）

2
  0
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

※
法
人
申
込
の
場
合
は
、
部
署
名
・
会
社
と
の
関
係
も
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

家
賃
等
決
済
サ
ー
ビ
ス
契
約
  お
申
込
時
の
確
認
・
同
意
書

P02
申
込
書
用
F
A
X
番
号

0
5
7
0
-0
0
9
-9
7
7
お
問
合
せ
電
話
番
号

0
5
7
0
-0

3
0
-1

2
3

A
g-A

2112PT.03



家賃等債務決済保証サービスに関するご説明

株式会社オリコフォレントインシュアの家賃等債務決済保証サービスをご利用にあたり、以下の内容をよくお読み
になり、同意のうえ、ご契約をお願いします。

3. 保証委託料について

詳しくはご契約いただくご契約書をご確認ください。なお保証委託料は、その支払後、中途において解約に
なった場合にも返金は行いません。

4. 保証期間について

保証期間は、保証委託契約締結日から賃貸物件の明渡までとなります。

5. 求償権および求償する金額について

①月額賃料など（保証委託契約書表面記載の月額合計金額）
②変動費
③更新費用
④付帯費用
⑤原状回復費用
⑥賃貸借契約解除後から明渡までの間の賃料相当損害金
⑦明渡訴訟その他法的手続きに係る費用
⑧早期解約違約金
⑨保証上限額は月額賃料（共益費、管理費等は含まない）の 48 ヶ月が最大になります。

保証会社が賃借人様に代わってお支払した場合、保証会社から賃借人様に対して求償権が発生します。この求償
権に基づいて、保証会社が賃借人様に対してご請求を行います。賃借人様に対してご請求する金額は、上記 (２)
の範囲で保証会社がお支払した額及び遅延損害金（年 14.6%）となります。

2. 保証範囲及び内容について

※弊社家賃保証サービスをご利用頂いている不動産管理会社様によっては、含まれない項目がございます。予めご了承下さい。

家賃債務保証を行う保証会社は、次の通りです。保証会社は、賃借人様がお支払いを遅延した場合、賃借人様に
代わってお支払を行います。保証会社がお支払したときには、後日賃借人様に対してご請求させていただきます。

保証会社：
住　　所：
問合せ先：
登録番号：

株式会社オリコフォレントインシュア
東京都港区芝浦 4︲9︲25
0570︲030︲123
国土交通大臣 ⎝₁) 第 1 号 ( 登録日：2017 年 12 月 21 日）

1. 保証会社の申込について

Ii-A1811.02

（家賃債務保証業者登録規定　第 17 条及び第 18 条の規定による説明）


